
【安心して働くことが出来る法人です！！】

■独自の休暇制度　　 厚生休暇、病気休暇、結婚休暇など多数

福利厚生 職員の生活を
サポート！！

■見舞金（疾病による療養、結婚、出産、子の入学など）

■生活資金の貸与

■サークル活動の補助　など

休日
令和７年度の
年間休日は
１２３日！！

■週休２日制

■国民の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

休暇 法令を上回る
休暇制度！！

■年次有給休暇　　　　毎年20日付与

（４月新規採用者は採用日から15日付与、採用日に応じて異なる）

■育児休業　　　　　　　子が3歳に達するまで取得可能

■育児短時間勤務　　 子が小学校就学の始期に達するまで取得可
　　　　　　　　　　　　　　  ※一定の要件を満たせば、小学1年～3年の間、再取得可能）

令和７年度実施

社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団　　

管理栄養士採用試験案内
【正規職員（総合職職員）採用試験】

項目 ポイント 概要

兵庫県社会福祉事業団は、兵庫県が昭和３９年に設置し、北は豊岡市、南は洲本市まで、県内各地に約８０
の事業所を運営する県下最大の社会福祉法人です。

兵庫県及び県内関係市町との密接な連携の下、広く県民福祉の向上と増進に寄与することを目的として、
約３，０００名の職員が福祉と医療の専門的サービスを提供しています。

兵庫県社会福祉事業団とは

総合職職員とは

総合職職員とは、勤務する施設を限定しない正規職員（定年６０歳）です。総合職職員は、当事業団が運営
する、児童・障害・高齢等の社会福祉施設及び病院において勤務が可能なため、幅広い分野で管理栄養業務
を経験したい方に適しています。
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【正規職員（総合職職員）募集】

合格発表  受験者全員に、合否通知を郵送

試験会場

雇入れ直後の
配属先

募集締切日

試 験 日

採用内定者が希望する施設及び圏域等を参考に、勤務施設を決定します。
※当事業団の運営施設一覧：３ページ参照

　　　することは認めません。

受験資格

 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団事務局（神戸市西区曙町1070）

※３  時計を持参する場合は、時計機能だけのものに限ります。スマートフォン等を時計として使用

 ※総合リハビリテーションセンター内

※２  試験当日は、筆記用具を持参してください。

※１  試験会場付近には駐車場が少ないので、乗用車等の利用による受験はできません。

採用予定数

採用予定日

 令和８年２月１５日（日）

試験内容

職務
（業務内容）

管理栄養士
※職務の変更範囲：原則なし

 ①管理栄養士免許取得者又は取得見込者

 ②昭和41年４月２日以降に生まれた者（定年年齢：60歳）

 令和８年４月１日付採用

 若干名

人事異動（配
属先の変更範
囲）

 本人の希望及び社会福祉施設等の運営状況等を踏まえた上で、当事業団が運営する社会
福祉施設及び病院等に異動することがあります。
※当事業団の運営施設一覧：３ページ参照

 小論文試験（出題１題：８００字）、面接試験

 令和８年２月６日（金）　１７時応募書類必着

１ 募集職種・受験資格・採用予定数等

２ 試験日・募集締切日・試験内容・試験会場・合格発表
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３ 当事業団の運営施設一覧
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①採用試験受験申込書：別紙様式

②採用試験自己申告カード：別紙様式

③写真１枚（4.0㎝×3.5㎝で裏面に氏名を記入し、受験申込書に貼付）

※事業団のホームページに試験案内（提出書類含む）を掲載しています。

　 ホームページから書類を印刷し、使用する場合は、必ずＡ４判サイズの白紙に黒色インクで

　 印刷してください。（ＵＲＬ：https://www.hwc.or.jp/）

※提出された個人情報は、当事業団の採用業務及び採用後の適切な人事労務管理目的に

　 のみ使用します。

　 また、個人情報は、法律によって認められる場合を除き、応募者本人の同意を得ずに第三

　 者への開示・提供することはありません。 

　　試験当日の集合時間、試験会場等の詳細については、応募者全員に文書でお知らせします。

  ください。

申込方法

提出書類

応募締切日 　令和８年２月６日（金）　応募書類17時必着

申込先

  （電話照会：９時～１７時（土曜日・日曜日・祝日除く））

　ＴＥＬ：078-929-5655（代表）　　Ｅ-mail:saiyo@hwc.or.jp

　提出書類に必要事項を記入のうえ、写真を貼って、申込先まで郵送。

　社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団　事務局人事管理課

　　なお、試験日の３日前になっても、文書が到着しない場合は、同日１７時までに電話で照会

　〒651-2134　　神戸市西区曙町1070

その他

４ 受験手続
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※令和８年１月時点で勤務地手当、資格手当（10,000円）を含む額です。

※資格手当については、実務実績に応じて、翌月に支給されます。

社会保険等

健康管理

試用期間

※給料は、年齢給及び職能給で構成されます。

【兵庫県立リハビリテーション中央病院で勤務した場合の例 】

（免許取得後の経験年数なし）

大学卒、管理栄養士経験年数（正規）６年

240,700円～

大学卒短大卒

職員互助会

■スポーツ大会等のレクリエーション事業を実施しています。

　例：４月採用の場合、採用日に１５日付与

■結婚、出産等の祝品や災害見舞金等の給付制度があります。

　ただし、４月１日から翌年３月３１日まで１年間勤務した場合に限る。

（免許取得後の経験年数あり）

休日休暇等

　健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

　原則として毎年度定期昇給があります。

■育児休業

■週休２日制（週４０時間）

  子が小学校就学の始期に達するまで取得可

   子が３歳に達するまで取得可

①勤務地手当（勤務地により支給割合異なる）　②資格手当（10,000円）
③通勤手当（上限59,000円）　　　　　　　　　　　　 ④扶養手当（6,500円～）
⑤期末勤勉手当（令和７年度実績4.4ヶ月（６月・１２月に支給））
⑥住居手当（上限28,000円） ※採用後3年間は加算措置あり（一部地域除く）（上限12,000円）
⑦ベースアップ支援金（月額9,000円）※一部施設除く
⑧特例一時金（年間最大66,000円）（年３回（６月・１２月・３月に分けて）支給）※一部施設除く
⑨特定特例一時金（年間最大72,000円）（年３回（６月・１２月・３月に分けて）支給）※一部施設除く、一定の要
件あり
⑩職員紹介制度にかかる業務手当
※令和８年１月時点
※資格手当、ベースアップ支援金：勤務実績に応じて翌月に支給
　（例：４月新規採用者：４月実績分を５月給与で支給）
※職員紹介制度にかかる業務手当：支給要件を満たした場合に直近の給与支給日に支給

■特別休暇

諸　手　当

   介護休暇、病気休暇等

　毎年、定期健康診断を実施しています。

昇　　　給

初　任　給
(給　　与)

219,600円～

■指定宿泊施設の割引制度があります。

　採用日から６か月間（労働条件は本採用と同じ）

202,700円～

　 厚生休暇（上限５日）、結婚休暇（上限５日）、子の看護（上限１０日）、家族の介護（上限１０日）

   産前産後休暇（出産予定日８週間前の日から産後８週間を経過するまでの間）等

■その他

■年次有給休暇（正規職員：１年間に２０日、採用日に応じて異なる）

■育児短時間勤務

  ※一定の要件を満たせば、小学１年～３年までの間、再取得可

退　職　金 　原則、１年以上勤務した場合に支給あり。

年金共済 　全国社会福祉事業団年金共済制度に加入。

５ 給与・休日休暇・福利厚生 等
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試験会場：兵庫県立総合リハビリテーションセンター内

　　　　　　　（〒651-2181 神戸市西区曙町1070）

ＪＲ「明石」駅からバスで１０分

　■県立リハビリセンター行（82系統）  終点下車

　■三木・社・押部谷行（36系統）  玉津曙下車

　■西神中央行（43系統） 玉津曙下車

ＪＲ「西明石」駅からバスで１２分

　■西神中央行（92系統) 王塚台５丁目下車

　■明石駅行（22系統）  県立リハビリセンター下車

６ 試験会場案内図
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